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         議  事  録 

会議の名称 令和 7年 愛荘町教育委員会 第 6回定例会  

開催日時 令和 7年 6月 25日（水）午後 3時 20分 

開催場所 本庁舎 3階 第 2委員会室大会議室 

出席者 【教育長】徳田寿 

【教育委員】4名 

森秀昭、黒川泰守、木津知里、森野啓子 

【事 務 局】8名  

教育次長      陌間秀介   学校教育担当課長  西澤仁志 

生涯学習課課長   水谷徹也   愛知川公民館長   本田有弘 

図書館長      三浦寛二   歴史博物館館長   下村今日子 

給食センター所長  中村誠司   教育振興課課長補佐 久保川美晴 

【傍 聴 人】0名 

議事日程 日程第 1 議案第 19号 愛荘町立中学校部活動指導員に関する要綱の全部改正 

について 

日程第 2 議案第 20号 要保護および準要保護児童生徒の認定について 

日程第 3 議案第 21号 特別支援教育就学奨励費給付児童生徒の認定について 

日程第 4 承認第 13号 区域外就学の専決処分につき承認を求めることに 

ついて 

作成者 教育振興課 久保川 美晴 
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午後 3時 20分開会 

 

総合教育会議に引き続き、長時間になりますけれども、よろしくお願いいあ

たします。まず初めに教育長の方からご挨拶申し上げます。 

 

 皆様こんにちは。総合教育会議に引き続き、第６回定例会にご出席をいただ

きありがとうございます。 

 現在、教育行政といたしましては、学力の向上や生涯を通した学びの充実を

はじめとして、ソフトの面で多くの課題や懸案事項があると認識しています。

が、同時にハード面でも、すでに大規模な工事に着手しているもの、この先設

計から本工事へとルートに乗せていかなければならないもの、まずは方向性を

明確にし、将来ビジョンの下に新規設置・統合・廃止・除却といったことも含

め十分な検討を要するもの等が、様々に存在する状況であります。 

そうしたものに加え、施設等は一定の年数が経過しますと想定外の不具合が

出てくるものであり、想定外の事案にも頭を痛めているところです。例えば、

先般も給食センターにおいて洗浄機器の不具合により、給食提供に支障をきた

すという事態が発生しました。給食センターのスタッフの皆さんはじめ、関係

者の努力により給食提供不能という状況は何とか回避することができました

が、肝を冷やしたところです。 

折しも一昨日の雷雨で県内のある市では、落雷による停電で一部米飯の提供
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ができない状況となり、非常食を代わりに提供されたということを仄聞してい

ます。給食に限ったことではありませんが、教育行政も学校園の現場も、難し

いことではありますが、自然災害だけでなく、最悪を想定した日常の備えをし

っかりやっていこうということを、昨日の教頭副園長会においても確認し合っ

たところです。 

1 学期も残りひと月を切りましたが、再度適度な緊張感を持ちつつ、良い締

めくくりへとつなげていきたいと考えています。 

 それでは、この先続いての会議となりますが、本日も定例会が充実したもの

となりますよう、お願いいたしまして、開会にあたってのご挨拶とさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは本日の議案日程につきましてはお手元に配布のとおりでございま

す。議事進行につきましては教育長よろしくお願いいたします。 

 

ただいまの教育長を含む出席委員は 5 名で定数に達しています。よって令和

7年愛荘町教育委員会第 6回定例会は成立いたしましたので開会いたします。 

最初に議事録の承認です。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 9 条に

おいて、議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときはこれを会議

に諮って決定するとされています。令和 7 年第 5回定例会の議事録について、

事務局からあらかじめ配布され確認していただいていると思いますが、議事録

にご異議はございませんか。 

 

【異議なし】 

 

それでは、令和 7 年第 5回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど、

委員の皆さんにはご署名をお願いします。 

なお、本日の令和 7年第 6 回定例会の議事録署名も全員で行いますので、よ

ろしくお願いします。 

それでは、日程第 1 「議案第 19号 愛荘町立中学校部活動指導員に関する

要綱の全部改正について」を議題といたします。事務局より説明をお願いしま

す。 

 

― 議案 第 19号の説明 ― 

 

ただいま「議案第 19号 愛荘町立中学校部活動指導員に関する要綱の全部改

正について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。 

 

【質疑なし】 

 

それでは、質疑がないようですのでこれより議案 第 19号を採決いたします。

本案は原案の通り可決することにご異議ありませんか。 
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【異議なし】 

 

ご異議なしと認めます。よって議案 第 19号は原案どおり可決されました。 

それでは次の議案に入る前に議案第 20 号、議案第 21 号および承認第 13 号

は個人情報に関わる議題となっております。愛荘町教育委員会議事運営に関す

る規則第 5 条の規定により「人事に関する事件、その他の事件について出席委

員の 3分の 2以上の多数で議決したときはこれを公開しないことができる。」と

なっております。この議案については、公開しないことしてよろしいか、お諮

りします。 

 

【異議なし】 

 

異議なしと認めます。よって議案第 20 号、議案第 21 号および承認第 13 号

は非公開といたしますので、傍聴人は一時退席をお願いします 

― 傍聴人退席 ― 

 

●上記の決定により、議案第 20号、議案第 21号および承認第 13号は非公開と

する。 

 

「議案第 20号 要保護および準要保護児童生徒の認定について」 

  可決件数 

   小学生   148名 

   中学生    87名 

 

「議案第 21号 特別支援教育就学奨励費給付児童生徒の認定について」 

可決件数 

   小学生    21名 

   中学生    11名 

 

「承認第 13号 区域外就学の専決処分につき承認を求めることについて」 

  承認件数  

   小学生   3名 

     

― 傍聴人入場 ― 

 

以上で、令和 7年 第 5回 定例会の案件は、すべて終了しました。 

 

午後 3時 45分 閉会 

 

 


